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事実の概要

　本件は、非常勤の外科医として東京都内の病院
に勤務する被告人が、右乳腺腫瘍摘出手術を終え
たばかりの患者であるＡに対し、同人の着衣をめ
くって左乳房を露出させたうえ、その左乳首を舐
めるなどし、もって同人の抗拒不能に乗じてわい
せつな行為をしたとして、刑法 178 条 1 項準強
制わいせつ罪の罪名により起訴されたものであ
る。
　後述するように、本判決は、Ａの左乳首から採
取された付着物（以下、「本件付着物」という）に
関する DNA 定量検査（以下、「本件定量検査」とい
う）の結果の信頼性について未だ明確でない部分
があるとし、結論として、刑訴法 411 条 1 号を
根拠に審理不尽を理由として、控訴審判決を破棄
差し戻した事案である。DNA 型鑑定とは、試料
から抽出された DNA を増幅したうえ電気泳動さ
せ、それにより得られた電気泳動図のピークを読
み取って型判定を行うものである。このような
DNA 型鑑定を行う際には、その準備として、増
幅する基となる DNA が、ある一定の量必要にな
るが、DNA 定量検査とは、その一定の量の DNA
を計り取るために、試料から DNA を抽出した液
中の DNA の濃度を測定することをいうものであ
る。（なお、第一審判決および控訴審判決では、この
ような本件定量検査のほか、同じく、本件付着物に
関するアミラーゼ鑑定についても議論がなされてい
るが、上述したように、本判決の破棄差戻理由が本

件定量検査の結果の信頼性にあることから、紙幅の
関係上、本稿では本件定量検査に絞って議論を進め
る。）
　第一審判決は、(1) 被告人からわいせつな行為
を受けたとするＡ供述の信用性を肯定するもの
の、他方で、事件当時、Ａが麻酔覚醒時のせん妄
の影響を受けていた可能性があることから、それ
でもなお、Ａ供述の信用性が肯定できるというた
めには、Ａ供述の信用性を補強する証拠が必要で
あるとする。そこで、(2) 検察官がＡ供述を補強
する証拠であると主張する本件定量検査の結果に
ついて検討したところ、第一審判決は、同定量検
査の結果の証明力は十分なものとはいえないこと
から、Ａ供述の信用性を補強することはできない
とし、結論として、被告人を無罪と判断したもの
である。
　それに対し控訴審判決は、(1) Ａがせん妄の影
響を受けていた可能性を否定したうえ、このよう
にＡがせん妄の影響を受けていた可能性はないの
だから、第一審判決のように、Ａ供述を補強する
証拠として、本件定量検査の結果が必要になるこ
とはないとする。また、(2) 本件定量検査の結果
については、それ自体で本件犯行を証明できるも
のでなくても、Ａ供述の信用性を支え、これと相
まって、Ａが本件わいせつ被害にあったことを立
証するものであれば足りるとし、そのうえで、こ
のような観点から、本件定量検査の結果の証明力
について検討したところ、その証明力を肯定し、
結論として、刑訴法 382 条を根拠として、第一
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審判決を破棄して自判し有罪判決を言い渡したも
のである。

判決の要旨

　本判決は、(1) 控訴審判決が、Ａがせん妄の影
響を受けていた可能性がないと判断したことにつ
いて、せん妄の影響を受けていた可能性があると
判断した第一審判決の不合理性を適切に指摘して
いるものとはいえない旨、判示する。もっとも、(2)
本件定量検査の結果の証明力が認められれば、被
告人がわいせつ行為をしたとするＡの証言の信用
性が肯定されることになるのだから、その場合、
上述した (1) における控訴審判決の判断の誤りが
判決に影響しないとみる余地がある。そこで、本
判決がこのような本件定量検査の結果について検
討を進めたところ、本判決は、冒頭で述べたよう
に、本件定量検査の結果の信頼性について未だ明
確でない部分があるとし、結論として、刑訴法
411 条 1号を根拠に審理不尽を理由として、控訴
審判決を破棄差し戻したものである。具体的な理
由は次のとおりである。
　第1に、本判決は、一般的に、DNA定量検査とは、
「型判定を実施するための準備段階の検査と位置
付けられるもの」であって、DNA の「濃度を厳
密に測定すること自体を目的として実施されるも
のではな〔い〕」ことを強調し、その表れとして、
本件においても、型判定は「2回実施された」の
に対し、本件定量検査は「1回のみ実施された」
ことなどを列挙する。それゆえ、本件定量検査の
結果が「どの程度の厳密さを有する数値といえる
のか、換言すれば、どの程度の範囲で誤差があり
得るものであるのか」は、「必ずしも明らかでは
ない」旨、判示する。
　第 2に、本判決は、本件定量検査は、リアル
タイム PCR という手法により行われたものであ
り、同手法による濃度の測定は、「標準資料及び
濃度を計測しようとする試料の DNA をそれぞれ
繰り返し増幅」し、「標準資料の増幅結果を示す
増幅曲線から作成される検量線をいわば物差しと
して、濃度を計測しようとする試料の増幅結果を
対応させることによって、DNA の濃度を測定す
る」という原理に基づくものであるとする。しか
しながら、本件定量検査を行った科捜研研究員で

あるαの供述によれば、「科捜研は、DNA 定量検
査において、試薬のロット番号（製造番号）が新
しくなった際、あらかじめそのロット番号の標準
資料を用いて検量線を作成」している、というの
である。そこで、本判決は、上述したリアルタイ
ム PCR による定量検査の原理からすれば、本件
定量検査においても、「標準資料と濃度を測定し
ようとする試料」を「同時に増幅して検量線を作
成し、濃度を測定」する必要があるように思われ
るにもかかわらず、αが「あらかじめ作成してお
いた検量線を使用したこと」を問題視し、このよ
うなαが行った本件定量検査がその「正確性の前
提となる PCR 増幅効率の均一性の確保の観点か
ら問題がないといえるのか」、「このような検査方
法が検査結果の信頼性にどの程度影響するのか」
という点が「必ずしも判然としない」旨、判示する。

判決の解説

　本判決を検討するにあたり、注目すべきは、本
判決が本件定量検査の結果の信頼性について未だ
明確でない部分があるとし、結論として、審理不
尽を理由に控訴審判決を破棄差戻しする際、刑
訴法 411 条 3 号を根拠にするのではなく、同法
411 条 1 号を根拠にしている点である。そこで、
以下、本判決がこのような判断をした理由につい
て、検討を進めたいと思う。

　一　下級審の判断
　検討の前提として、本件定量検査の結果につい
て、第一審判決および控訴審判決がどのような判
断をしたかを整理しておこう。
　まず、第一審において、検察官は、本件付着物
から被告人の DNA 型が検出されたことから、Ａ
の左乳首付近に被告人の DNA が付着していたこ
とが認められるとし、そのことを前提に、次のこ
とを主張する。すなわち、本件定量検査の結果で
ある「1.612ng/ μ l」という数値について、バド
ラーの教科書と呼ばれる文献の表を参照したとこ
ろ、「唾液の量が多量」であることが示されるとし、
そのことから、Ａの左乳首付近に被告人の DNA
型が付着していたのは、被告人がＡを手術したと
き等の「会話による唾液の飛沫」によるものでは
なく、「被告人がＡの左乳首を舐めたこと」によ
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るものである、という DNA 型鑑定の専門家であ
るβの供述に依拠するかたちで、本件定量検査の
結果の証明力は十分である旨、主張する。
　このような検察官の主張に対し、第一審判決は、
上述したバドラーの教科書の表に記載されている
「DNA の量はあくまで典型的な量を表示」したも
のにすぎず、具体的な事案にこれを適用するにあ
たっては、「環境要因による影響なるものを考慮
する」必要があるにもかかわらず、β供述からで
は、「環境要因による影響が何であるか」、そして、
「本件定量検査との関係ではそれがどのように考
慮されたか」という点については判然としないこ
となどをあげたうえ、本件定量検査の結果の証明
力については十分なものとはいえない旨、判示す
る。
　このような第一審判決に対し、控訴審判決は、
「信用しうる本件定量検査の結果１）」によれば「本
件付着物からは多量の被告人の DNA が検出され
たことは明らか」であることを理由として、上述
した第一審判決の判断は「論理則、経験則等に照
らして不合理」である旨指摘し、本件定量検査の
結果の証明力は十分なものである旨、判示してい
るのである。

　二　控訴審判決の問題点
　まず、上述した第一審判決に対する控訴審判決
の指摘が妥当といえるかについて検討したいと思
う。この点について筆者は以前、上訴審が第一審
判決を有罪方向に破棄する場合における「論理則、
経験則等に照らして不合理」の意味について、上
訴審判決が第一審判決に対して「無罪であること
を推認しうる事実が証拠上導けないこと」を指摘
することである２）旨、主張したことがある。こ
のような私見は、チョコレート缶事件最高裁判
決３）において、上訴審判決が第一審判決を破棄
する場合、「論理則、経験則等に照らして不合理」
であることを指摘する必要がある旨説示されたこ
とに鑑み、同最高裁判決以降の最高裁判例におい
て、上訴審判決が第一審判決を有罪方向で破棄す
る場合の特徴について調べたところ、チョコレー
ト缶事件最高裁判決と同様の文言を用いて、上述
した指摘をしていることに由来するものである４）。
　それゆえ、チョコレート缶事件最高裁判決後の
本件控訴審判決において、同最高裁判決と同様の

文言を用いて第一審無罪判決を破棄し有罪判決を
言い渡していることに鑑みれば、本件控訴審判決
においても、他の最高裁判例同様、第一審判決に
対して「無罪であることを推認しうる事実が証拠
上導けない」こと（例えば、バドラーの教科書の表
に記載されている DNA の量はあくまで典型的な量を
表示していることは認めるにしても、βは環境要因
を考慮した検査をしたことを具体的に示す必要があ
るだろう）を指摘する必要があると考える。しか
しながら、本件控訴審判決は、上述したとおり、
「信用しうる本件定量検査の結果」によれば、「本
件付着物からは多量の被告人の DNA が検出され
たことは明らか」である旨判示するのみで、第一
審判決がβの供述に抱いた合理的疑いに対し、そ
れを解消しうるような説明は何らしていないので
ある。

　三　本判決が刑訴法 411 条 1 号を根拠に
　　　破棄差し戻した理由
　このような第一審判決に対する控訴審判決の指
摘に関する問題点は、まさにチョコレート缶事件
最高裁判決の趣旨に反するものであり、そうだと
すると、本判決では、第一審判決に対する控訴審
判決の指摘は「論理則、経験則等に照らして不合
理」であることを指摘したとはいえないとして、
むしろ刑訴法 411 条 3 号を根拠に破棄差戻しを
するのが妥当であるように思える。しかしながら、
上述したとおり、本判決は、刑訴法 411 条 1 号
を根拠に審理不尽を理由として破棄差戻しをして
いるのである。
　この点に関して注目すべきは、本判決が本件定
量検査の結果の証明力ではなく、その信頼性如何
を詳細に検討していることである。というのも、
我が国では学説上、科学的証拠に証拠能力を認め
る場合、基礎にある科学的原理と方法の一般的信
頼性、および、具体的な検査工程の信頼性がある
ことを要求する見解が多数説５）となっているに
もかかわらず、「裁判実務は、学説のような厳格
な証拠能力基準を用いてはい」ない６）、といわれ
てきていたからである。例えば、足利事件最高裁
決定７）は、「本件で証拠の一つとして採用された
いわゆるMCT118DNA 型鑑定は、その科学的原
理が理論的正確性を有し、具体的な実施の方法も、
その技術を習得した者により、科学的に信頼され
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る方法で行われたと認められる。」、と判示してい
るが、同最高裁決定に対しては、科学的原理の理
論的正確性の「意味内容は明確でなく」、「具体的
な鑑定方法それ自体の信頼性の問題と、実施方法
の信頼性の問題とが混然一体と扱われている８）」、
と批判されているのである。
　思うに、多数説が科学的証拠に証拠能力を認め
るための要件として信頼性を要求する趣旨は、次
の理由によるものである。すなわち、そもそも科
学的証拠とは、一般人には直接知覚できない事実
について科学技術を用いて解明しようとするもの
であり、それゆえ、科学的証拠に基づく証明力
の評価は、鑑定をした専門家の意見に影響を受け
やすいという特徴があるからである９）。また、仮
に、信頼性の評価が確立していない新規的な科学
的証拠について証拠能力を認めたうえ、その証明
力について争うとした場合、いずれの言うことが
正しいかというように、法廷が科学論争の場と化
してしまう可能性があるといえる 10）。したがっ
て、このような科学的証拠の証明力について判断
する際の弊害を除去するために、証明力の前提で
ある証拠能力の段階において科学的証拠の信頼性
を要求し、そうすることで、正確な結論を安定的
に示すことができる 11）、というわけである。なお、
科学的証拠に信頼性がないと判断される場合に
は、当該証拠には自然的関連性がないことにな
る 12）。なぜなら、自然的関連性とは、最小限度
の証明力があることと定義されるが、科学的証拠
の原則や方法に信頼性が認められなければ、その
ような科学的証拠から間接事実を認定し、要証事
実を推認することができなくなるからである 13）。
　以上のことをふまえると、本判決が刑訴法 411
条 1号を根拠に審理不尽を理由として破棄差戻し
をしたのは、本件定量検査の結果の信頼性如何を
詳細に検討することで、その信頼性について明確
な判断をしなかった控訴審判決について証拠能力
のレベルに立ち返って検討すべきことを判示し、
そうすることで、特に有罪証拠たる本件定量検査
の結果の証拠能力を厳格に審査すべしというメッ
セージを出す必要性がある、と考えた故ではある
まいか 14）15）。
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170 頁参照。

14）中川孝博「事実認定をめぐる破棄理由――最三小決平
二五・四・一六を契機として」國學院 51 巻 4号（2014 年）
201～202 頁では、控訴審で原判決を破棄する際の控訴
理由相互の論理的な先後関係について、刑訴法 411 条 1
号の法令違反に含まれる訴訟手続の法令違反は事実誤認
より先順位であるとする。

15）もっとも、本件定量検査の結果については、α供述お
よびワークシートがあるのみで、それ以外の証拠は科捜
研によって破棄されていたことから、上告審弁護人は、
本件定量検査の結果を証拠排除し、破棄自判するのが妥
当である旨、主張していた（刑事裁判を考える高野隆＠ブ
ログ「乳腺外科事件最高裁弁論」http://blog.livedoor.jp/
plltakano/archives/65980393.html（2022 年 5 月 8 日 閲
覧））。


